
第9部 処置

処置の費用
「第1節処置料」＋「第2節処置医療機器等加算（酸素加算等）」＋「第3節薬剤料」＋
「第4節特定保険医療材料料」

対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点
数とする。

浣腸、注腸、吸入、100平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置、100平方センチメートル未
満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第
1節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置（簡単な物理療法を含む。）の費用は、基本
診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
処置に対する費用が別に算定できない場合（処置後の薬剤病巣撒布を含む。）であっても、処置に
際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。

★ 処置のために使用したあるいは使用する薬剤は処置の項目で算定し、処方料、処方せん料、調剤
基本料は算定できない。

【泌尿器科外来で算定される主な処置】
J000 創傷処置
1 100平方センチメートル未満 52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点
3 500平方センチメートル以上3，000平方センチメートル未満 90点
4 3，000平方センチメートル以上

6，000平方センチメートル未満 160点
5 6，000平方センチメートル以上 275点
注1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者（入院中の患者
に限る。）についてのみ算定する。ただし、手術後の患者（入院中の患者に
限る。）については手術日から起算して14日を限度として算定する。

在宅寝たきり患者処置指導管理料又は在宅気管切
開患者指導管理料を算定している患者（これらに
係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定
保険医療材料料のみを算定している者を含み、入
院中の患者を除く。）については、創傷処置（熱
傷に対するものを除く。）の費用は算定できない。

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺 350点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算する。

J043―3 ストーマ処置（1日につき）（点数の見直し）
1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点
2 ストーマを2個以上もつ持つ患者に対しておこなった場合 120点

J043―5 尿路ストーマカテーテル交換法 100点
注 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番
号J043―3に掲げるストーマ処置（尿路ストーマに対して行ったものに限る。）
の費用は所定点数に含まれるものとする。

尿路ストーマカテーテル交換法は、十分に安全管
理に留意し、尿路ストーマカテーテル交換後の確
認を画像診断等を用いて行った場合に限り算定す
る。なお、その際行われる画像診断等の費用は、
当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。

J043―7 経会陰的放射線治療用材料局所注入 1400点

J058 膀胱穿刺 80点

J059 陰嚢水腫穿刺 80点

J059―2 血腫、膿腫穿刺 80点
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J060 膀胱洗浄（1日につき） 60点
注1 薬液注入、膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル
設置中の膀胱洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げ
る在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱
洗浄の費用は算定しない。

（1） カテーテル留置中に膀胱洗浄及び薬液膀胱
内注入を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄に
より算定する。
（2） 膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿（尿
道拡張を要するもの）又は後部尿道洗浄（ウルツ
マン）を同一日に行った場合には、主たるものの
所定点数により算定する。
（3） 在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり
患者処置指導管理料を算定している患者（これら
に係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特
定保険医療材料料のみを算定している者を含み、
入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は
医療型特定短期入所サービス費を算定している短
期入所中の者を除く。）については膀胱洗浄又は
後部尿道洗浄（ウルツマン）の費用は算定できな
い。

J060―2 後部尿道洗浄（ウルツマン）（1日につき） 60点

J061 腎盂洗浄（片側） 60点 （1）腎盂洗浄は片側ごとに所定点数をそれぞれ
算定する。
（2）尿管カテーテル挿入を行った場合は、所定
点数に区分番号「D318」尿管カテーテル法の所
定点数を合わせて算定できる

J062 腎盂内注入（尿管カテーテル法を含む。） 1，612点
注 ファイバースコープによって行った場合に算定する。

J063 留置カテーテル設置 40点
注1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数

に含まれるものとする。
2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げ
る在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置
カテーテル設置の費用は算定しない。

（1） 長期間にわたり、バルーンカテーテルを留
置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置
により算定する。この場合、必要があってカテー
テルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテ
ル設置により算定する。
（2） 在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり
患者処置指導管理料を算定している患者（これら
に係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特
定保険医療材料料のみを算定している者を含み、
入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は
医療型特定短期入所サービス費を算定している短
期入所中の者を除く。）については、留置カテー
テル設置の費用は算定できない。
（3） 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸
留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ
別に算定できない。

J064 導尿（尿道拡張を要するもの） 40点
注 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる

在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の
費用は算定しない。

在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処
置指導管理料を算定している患者（これらに係る
在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険
医療材料料のみを算定している者を含み、入院中
の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型
特定短期入所サービス費を算定している短期入所
中の者を除く。）については、導尿（尿道拡張を
要するもの）の費用は算定できない。

J065 間歇的導尿（1日につき） 150点 間歇的導尿は、脊椎損傷の急性期の尿閉、骨盤内
の手術後の尿閉の患者に対し、排尿障害の回復の
見込みのある場合に行うもので、6月間を限度と
して算定する。

J066 尿道拡張法 216点
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J066―2 タイダール自動膀胱洗浄（1日につき） 180点

J067 誘導ブジー法 270点

J068 嵌頓包茎整復法（陰茎絞扼等） 290点 小児仮性包茎における包皮亀頭癒着に対する用手
法等による剥離術は、嵌頓包茎整復法に準じて算
定する。

J069 前立腺液圧出法 50点

J070 前立腺冷温榻 50点

J070―2 干渉低周波による膀胱等刺激法 50点
注 入院中の患者以外の患者について算定する。

（1） 干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁
の治療のために行った場合に算定する。
（2） 治療開始時点においては、3週間に6回を
限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。

J070―4 磁気による膀胱等刺激法 70点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

（1） 次のいずれかに該当する尿失禁を伴う成人
女性の過活動膀胱患者に対して実施した場合に限
り算定できる。
ア 尿失禁治療薬を12週間以上服用しても症状
改善がみられない患者
イ 副作用等のために尿失禁治療薬が使用でき
ない患者

（2） 1週間に2回を限度とし、6週間を1クー
ルとして、1年間に2クールに限り算定できる。

※1 在宅自己導尿指導管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者では膀胱洗浄、
後部尿道洗浄、留置カテーテル設置、導尿（薬剤および特定保険医療材料に係わる費用を含む）
は算定できない。

※2 腎瘻の交換、膀胱瘻の交換は、留置カテーテル設置又は尿路ストーマカテーテル交換法で算定
※3 尿路ストーマカテーテル交換法は尿路ストーマカテーテル交換後の確認を画像診断等を用いて

行った場合に算定可です。
※4 尿路ストーマカテーテル交換法は対称器官同時に行った場合も処置料は一回のみの請求とな
る。両側の腎瘻交換、両側尿管皮瘻交換をおこなっても一回のみの請求となる。

尿管皮膚瘻の交換では、留置カテーテル設置は算定できない。
（平成11年版および平成13年版医科報酬Q&Aより）
問 尿管皮膚瘻から腎盂に留置してあるカテーテルを交換した場合、留置カテーテル設置として算定
できるか？

答 算定できない。

問 尿管皮膚瘻で同一日の留置カテーテル設置と腎盂洗浄は併せて算定できるか？
答 腎盂洗浄のみ算定する

【尿路ストーマカテーテル交換後の確認に用いる画像診断等に関して】
透視による確認（透視診断の費用は請求できない）、超音波断層法なども含まれる。
泌尿器科医がカテーテルの位置確認のために行う膀胱洗浄・腎盂洗浄も尿路ストーマカテーテル交
換後の確認に用いる画像診断等にあたるとして、膀胱洗浄・腎盂洗浄による位置確認で尿路ストーマ
カテーテル交換法を認めている都道府県がほとんどである。
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「記載要領」
干渉低周波による膀胱等刺激法を算定した場合には治療開始日を「摘要」欄に記載すること。
磁気による膀胱等刺激法を算定した場合は、当該療法の初回実施日、初回からの通算実施日を「摘要」
欄に記載すること。

点数が請求できない場合のレセプト記載について
（記載要領にはありませんが、保険者対策としてご協力ください）

留置カテーテル設置と膀胱洗浄を同一日に行った場合、主たるもののみの算定となります。この場合
留置カテーテル設置（請求せず）とレセプトにコメントを記載していただくようにご協力ください。
理由：このケースでは多くの場合、「膀胱洗浄」の請求がでてきます。この中にカテーテル代の請求

があります。カテーテルは24時間以上留置で請求できます。保険者の言い分は、洗浄で使用し
ているのだから24時間ではなくカテーテル代は請求できないのではないかと指摘してきます。
レセプトに留置カテーテル設置（請求せず）とコメントを記載している医療機関では、再審査
請求が出てきません。保険者が納得できるレセプト作成にご協力ください。
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